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本
格
的
な
少
子
高
齢
化
社
会
が
訪
れ
る

な
か
、
今
後
も
安
定
し
た
医
療
制
度
を
続

け
て
い
く
た
め
に
、
現
在
の
老
人
保
健
制

度
に
変
わ
っ
て
、「
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
」
が
始
ま
り
ま
す
。

対
象
者

75
歳
以
上
の
全
て
の
人

65
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
人

手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

平
成
20
年
３
月
31
日
の
時
点
で
、
対
象

者
と
な
る
す
べ
て
の
人
が
、
同
４
月
１
日

か
ら
、
今
ま
で
加
入
し
て
い
た
国
民
健
康

保
険
や
社
会
保
険
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
20
年
４
月
１
日
以
降
に
75
歳
に
な

る
人
は
、
誕
生
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
加
入
者
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
加
入
の
手
続
き
は
自
動
的
に
行

わ
れ
ま
す
。
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
額
と
納
付
方
法

保
険
料
は
、
所
得
に
応
じ
て
す
べ
て
の

加
入
者
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
保
険

料
の
額
に
つ
い
て
は
、
県
内
で
統
一
の
方

法
で
算
出
さ
れ
、
11
月
下
旬
に
は
決
定
す

る
予
定
で
す
。

保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
介
護
保
険
料

と
同
じ
よ
う
に
、
毎
回
年
金
か
ら
引
き
去

り
さ
れ
ま
す
（
特
別
徴
収
）。
た
だ
し
、

年
金
の
額
が
年
間
18
万
円
未
満
の
人
や
、

介
護
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
を
合
わ
せ
た
額
が
、
年
金
額
の
２
分

の
１
を
超
え
る
人
は
、
彦
根
市
か
ら
送
ら

れ
る
納
付
書
、
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
（
普
通
徴
収
）。

医
療
機
関
で
の
負
担
は

変
わ
り
ま
せ
ん

医
療
機
関
の
窓
口
で
の
負
担
は
現
在
と

変
わ
り
ま
せ
ん
。
か
か
っ
た
費
用
の
１
割

（
現
役
並
み
所
得
の
人
は
３
割
）
の
負
担

と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
に
は

新
し
い
保
険
証
を
お
渡
し
し
ま
す
。
平
成

20
年
３
月
31
日
の
時
点
で
の
対
象
者
に

は
、
同
３
月
末
ま
で
に
お
届
け
し
ま
す
。

ま
た
、
４
月
１
日
以
降
に
75
歳
に
な
る
人

に
は
、
誕
生
日
ま
で
に
お
届
け
し
ま
す
。

な
お
、
現
在
、
国
で
は
後
期
高
齢
者
の

医
療
制
度
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
内
容
に
つ
い
て
は
今
後

変
更
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課
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後
期
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ホ
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ム
ペ
ー
ジ：

http://w
w

w
.shigakouiki.jp/
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皮
膚
は
体
を
包
む
広
い
バ

リ
ア
で
す
。
ま
た
、
外
部
か

ら
侵
入
す
る
物
質
を
認
識
し
、

反
応
す
る
免
疫
組
織
で
も
あ

り
ま
す
。
常
に
外
部
に
接
し

て
い
る
た
め
、
か
ぶ
れ
や
、

細
菌
な
ど
に
よ
る
感
染
な
ど
、

皮
膚
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ

ブ
ル
が
発
生
し
ま
す
。

身
体
の
表
面
で
あ
る
た
め
、

早
期
に
発
見
で
き
る
こ
と
が

多
く
、
生
命
を
脅
か
す
病
気

は
比
較
的
少
な
い
で
す
が
、

慢
性
的
に
痒
み
が
続
い
た
り
、

外
見
上
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

に
な
っ
た
り
す
る
な
ど
、
生

活
の
質
を
低
下
さ
せ
る
病
気

が
多
く
存
在
し
ま
す
。

慢
性
の
疾
患
な
ど
は
、
患

者
の
体
質
が
原
因
で
あ
る
場

合
も
多
く
、
完
全
に
治
る
病

気
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
慢
性
の
病
気
で
も
、

で
き
る
だ
け
治
る
よ
う
に
、

ま
た
、
治
ら
な
い
場
合
も
、

気
持
ち
良
く
付
き
合
っ
て
い

け
る
よ
う
な
お
手
伝
い
を
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
皮
膚
科
に
も
緊
急

を
要
す
る
病
気
が
あ
り
ま
す
。

代
表
的
な
も
の
に
は
、
ひ
ど

い

麻
疹
か
ら
発
生
す
る

状
態
で
、
顔
面
全
体
が
腫
れ
、

続
い
て
の
ど
も
腫
れ
て
、
呼

吸
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま

う
「
ク
イ
ン
ケ
浮
腫
」
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
全
身
に
ひ

ど
い

麻
疹
が
発
生
し
た

場
合
に
、
血
液
が
皮
膚
に
集

中
し
、
シ
ョ
ッ
ク
症
状
に
陥

る
「
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョ

ッ
ク
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
反

応
は
蜂
（
特
に
ス
ズ
メ
バ
チ
）

に
刺
さ
れ
た
場
合
に
高
い
確

率
で
発
症
し
ま
す
。

瞼
や
口
唇
、
顔
面
全
体
が

腫
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
や
、

全
身
に
ひ
ど
い
じ
ん
麻
疹
が

出
現
し
、
冷
や
汗
や
動
悸
が

あ
る
場
合
、
２
回
目
に
蜂
に

さ
さ
れ
た
場
合
は
す
ぐ
に
皮

膚
科
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。


